
(理 事 会) 議案第１号

(評議員会) 報告第１号

財団法人石川県教職員互助会運営規程の一部を改正する規程について

財団法人石川県教職員互助会運営規程の一部を改正する規程を次のとおり制定する。

平成２１年２月９日

財団法人石川県教職員互助会

理 事 長 中 西 吉 明

財団法人石川県教職員互助会運営規程（昭和４７年財団法人石川県教職員互助会規程第

１号）の一部を次のように改正する。

第５条の２を次のように改める。

（掛金の免除）

第５条の２ 次の区分により、規則第３条の規定にかかわらず、掛金を免除する。

区 分 免除する期間

育児休業の承認を受けることとなっ 育児休業の承認を受けた日の属する月か

た会員（育児短時間勤務及び部分休業 らその育児休業が終了する日の翌日の属す

の承認を受けることとなった会員を除 る月の前月まで

く ）。

心身の故障により休職を命ぜられ、 給料の支給が停止された日の属する月か

給料の支給が停止された会員 ら復職又は退職する日の翌日の属する月の

前月まで

第６条第２項中「１０分の３」を「１０分の３．５」に 「１０分の１」を「１０分の、

０．３」に改める。

附 則

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。



財団法人石川県教職員互助会運営規程新旧対照表

改 正 案 現 行

（掛金の免除） （掛金の免除）

第５条の２ 次の区分により、規則第 第５条の２ 所属する団体から育児休

３条の規定にかかわらず、掛金を免 業の承認を受けることとなった会員

除する。 （育児短時間勤務及び部分休業の承

認を受けることとなった会員を除区分 免除する期間

く ）は、規則第３条の規定にかかわ育児休業の承認を受 育児休業の承認を受 。

らず、その承認を受けた日の属するけることとなった会員 けた日の属する月から

月からその育児休業が終了する日の（育児短時間勤務及び その育児休業が終了す

翌日の属する月の前月までの期間に部分休業の承認を受け る日の翌日の属する月

かかる掛金を免除する。ることとなった会員を の前月まで

除く ）。

心身の故障により休 給料の支給が停止さ

職を命ぜられ、給料の れた日の属する月から

支給が停止された会員 復職又は退職する日の

翌日の属する月の前月

まで

（掛金区分） （掛金区分）

第６条 略 第６条 略

２ 掛金のうち、10分の３．５を短期 ２ 掛金のうち、10分の３ を短期

掛金とする。ただし、社会保険料控 掛金とする。ただし、社会保険料控

除適用事業にかかる掛金は、10分の 除適用事業にかかる掛金は、10分の

０．３とする。 １ とする。

３ 略 ３ 略



(理 事 会) 議案第２号

(評議員会) 報告第２号

財団法人石川県教職員互助会給付規程の一部を改正する規程について

財団法人石川県教職員互助会給付規程の一部を改正する規程を次のとおり制定する。

平成２１年２月９日

財団法人石川県教職員互助会

理 事 長 中 西 吉 明

財団法人石川県教職員互助会給付規程の一部を改正する規程

財団法人石川県教職員互助会給付規程(昭和４７年財団法人石川県教職員互助会規程第

２号)の一部を次のように改正する。

第７条第２項中「８，０００円」を「１０，０００円」に改める。

第１１条の表中「会員の被扶養者が」を「会員の被扶養者である「氏」を同じくする親

又は会員の被扶養者である子が」に改める。

第１２条第１項を次のように改める。

風・水・震・火災その他非常災害により、会員の住居（職員宿舎、借家、間借等を除

く ）又は家財に公立学校共済組合の災害見舞金附加金の給付対象となる損害と同等の損。

害を受けたときは、５０，０００円の災害見舞金を給付する。

第１４条第２項中「８，０００円」を「１０，０００円」に改める。

第１４条の２中「１，０００円」を「７００円」に改める。

第１７条第１項の表中「その他の家族」を「会員の被扶養者でない「氏」を同じくする

親又は会員の被扶養者でない子」に改め、同条第２項を削り、同条第３項を同条第２項と

する。

第１９条を次のように改める。

第１９条 削除



様式第５号を次のように改める。

附 則

１ この規程は、平成２１年４月１日から施行する。

２ 改正後の第７条第２項、第１４条第２項及び第１４条の２の規定は、平成２１年２月

以降の診療分に係る医療補助金から適用する。

３ この規程の施行の日の前日において、改正前の第１１条、第１２条第１項、第１７条

、 、第１項及び第１９条に規定する給付の要件に該当する者は 改正後の規定にかかわらず

なお従前の例による。

財団法人石川県教職員互助会給付規程新旧対照表

改 正 案 現 行

（医療補助金） （医療補助金）

第７条 略 第７条 略

２ 前項の医療補助金は、次の式によ ２ 前項の医療補助金は、次の式によ

り算出した額を給付する。ただし、 り算出した額を給付する。ただし、

公立学校共済組合員でない会員の被 公立学校共済組合員でない会員の被

扶養者に対する医療補助金は、次の 扶養者に対する医療補助金は、次の

式の公立学校共済組合等家族療養費 式の公立学校共済組合等家族療養費

附加金相当額を除外し算出する。 附加金相当額を除外し算出する。

平成　　　年　　　月　　　日

請求者
印

上記のとおり相違ないことを証明する。

平成　　　年　　　月　　　日

印
所属所長

職 名
氏 名

所属所名

職 氏 名

所属所名

財団法人石川県教職員互助会理事長　殿

所属所名

様式第５号

団体名 教職互助
所属所コード

会員番号

無給与休職者見舞金請求書

  

平成　　　　年　　　　月　　　　日

傷 病 名

所属所受付印

請 求 金 額

上記のとおり請求します。

請求の基礎となる期間 平成　　　年　　　月　　　日　～　平成　　　年　　　月　　　日

　

　

 会員氏名  

円決 定 金 額円

給 料 の 月 額 円

住 所

無給になった日

給 料 級　　号給

　積算の根拠



財団法人石川県教職員互助会給付規程新旧対照表

改 正 案 現 行

医療費×3/10－公立学校共済組合 医療費×3/10－公立学校共済組合

等家族療養費附加金相当額－１０ 等家族療養費附加金相当額－ ８

，０００円 ，０００円

３ 略 ３ 略

（死亡弔慰金） （死亡弔慰金）

第11条 会員が公務によらないで死亡 第11条 会員が公務によらないで死亡

したとき及び会員の被扶養者が死亡 したとき及び会員の被扶養者が死亡

したときは、次の区分により死亡弔 したときは、次の区分により死亡弔

慰金及び献花料を給付する。 慰金及び献花料を給付する。

区 分 弔 慰 金 献 花 料 区 分 弔 慰 金 献 花 料

会員が死亡したとき 300,000円 20,000円 会員が死亡したとき 300,000円 20,000円

会員の被扶養者である 会員の被扶養者である

配偶者が死亡したとき 200,000円 20,000円 配偶者が死亡したとき 200,000円 20,000円

会員の被扶養者である 会員の被扶養者

「氏」を同じくする親

－ －又は会員の被扶養者で 30,000円 30,000円

ある子が死亡したとき が死亡したとき

（災害見舞金） （災害見舞金）

第12条 風・水・震・火災その他非常 第12条 風・水・震・火災その他非常

災害により、会員の住居（ 職 災害により、会員の住居（ただし職

員宿舎、借家、間借等を除く ）又は 員宿舎、借家、間借等を除く ）又は。 。

家財に公立学校共済組合の災害見舞 家財に損害を受けたときは、その損

金附加金の給付対象となる損害と同 害の程度に応じ次の区分により災害

等の損害を受けたときは、５０，０ 見舞金を給付する。

００円の災害見舞金を給付する。

損 害 の 程 度 金 額

略

２ 略 ２ 略

（医療補助金） （医療補助金）

第14条 略 第14条 略

２ 前項の医療補助金は、次の式によ ２ 前項の医療補助金は、次の式によ

り算出した額を給付する。ただし、 り算出した額を給付する。ただし、

公立学校共済組合員でない会員の被 公立学校共済組合員でない会員の被

扶養者に対する医療補助金は、次の 扶養者に対する医療補助金は、次の

式の公立学校共済組合等一部負担金 式の公立学校共済組合等一部負担金

払戻金相当額を除外し算出する。 払戻金相当額を除外し算出する。

医療費×3/10－公立学校共済組合 医療費×3/10－公立学校共済組合

等一部負担金払戻金相当額－１０ 等一部負担金払戻金相当額－ ８

，０００円 ，０００円

３ 略 ３ 略



財団法人石川県教職員互助会給付規程新旧対照表

改 正 案 現 行

、 、第14条の２ 前条の規定にかかわらず 第14条の２ 前条の規定にかかわらず

会員又はその被扶養者が入院中の場 会員又はその被扶養者が入院中の場

合においては入院補助として、入院 合においては入院補助として、入院

期間180日間を限度に１日につき 70 期間180日間を限度に１日につき1,00

0円を給付する。 0円を給付する。

（死亡弔慰金） （死亡弔慰金）

第17条 会員及び会員の家族が死亡し 第17条 会員及び会員の家族が死亡し

たときは、次の区分により死亡弔慰 たときは、次の区分により死亡弔慰

金及び献花料を給付する。 金及び献花料を給付する。

区 分 弔 慰 金 献 花 料 区 分 弔 慰 金 献 花 料

公務で会員が死亡した 公務で会員が死亡した

とき 300,000円 20,000円 とき 300,000円 20,000円

会員の被扶養者でない 会員の被扶養者でない

配偶者が死亡したとき 200,000円 20,000円 配偶者が死亡したとき 200,000円 20,000円

会員の被扶養者でない その他の家族

「氏」を同じくする親

又は会員の被扶養者で

－ －ない子が死亡したとき 30,000円 が死亡したとき 30,000円

２ その他の家族とは、会員の配偶者

の被扶養者、会員の被扶養者でない

実の親及び被扶養者でない「氏」を

同じくする親をいう。

２ 会員が死亡した場合に、18歳未満 ３ 会員が死亡した場合に、18歳未満

の扶養すべき子があるときは、子の の扶養すべき子があるときは、子の

年齢に応じて18歳に達するまで年齢 年齢に応じて18歳に達するまで年齢

１歳につき30,000円の献花料を給付 １歳につき30,000円の献花料を給付

する。 する。

（無給与休職者見舞金）

第19条 削除 第19条 会員が心身の故障により休職

を命ぜられ、給与の支給が停止され

たとき、停止された日の属する月か

ら復職又は退職若しくは第13条に規

定する給付の該当となる前日の属す

る月までの掛金相当額を無給与休職

者見舞金として給付する。

様式第５号 様式第５号

無給与休職者見舞金請求書 無給与休職者見舞金請求書

略 略



(理 事 会) 議案第３号

(評議員会) 報告第３号

財団法人石川県教職員互助会預金規程の一部を改正する規程について

財団法人石川県教職員互助会預金規程の一部を改正する規程を次のとおり制定する。

平成２１年２月９日

財団法人石川県教職員互助会

理 事 長 中 西 吉 明

財団法人石川県教職員互助会預金規程(昭和６３年財団法人石川県教職員互助会規程第

８号)の一部を次のとおり改正する。

第８条中「０．２７％」を「０．２％」に改める。

附 則

この規程は、平成２１年３月６日から施行する。

財団法人石川県教職員互助会預金規程新旧対照表

改 正 後 改 正 前

（預金の利率） （預金の利率）

第８条 預金の利率は、年０．２ ％の 第８条 預金の利率は、年０．２７％の

半年複利とする。ただし、金融情勢に 半年複利とする。ただし、金融情勢に

より金利に変動があるときは、協定書 より金利に変動があるときは、協定書

第５条によりこれを変更することがで 第５条によりこれを変更することがで

きる。 きる。


